
 

議案第４号 

 

交野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について  

 

 交野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定す

る。 

 

  条例案……別記 

 

   令和８年２月２４日提出 

 

 

交野市長 山 本  景 

 

 

 提案理由 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律が公布された

ことに伴い、国に準じて、職員の通勤手当の額等を改定したいため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

交野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案  

交野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  

 

交野市一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年条例第８号）の一部を次のように

改正する。 

第１４条の４第１項第２号中「通勤のため自転車」を「通勤のため自動車」に、「自転

車等」を「自動車等」に改め、同項第３号中「自転車等」を「自動車等」に改め、同条第

２項第１号中「第５項」を「第６項」に改め、同項第２号中「自転車等の片道の使用距離

が５キロメートル未満である職員にあつては２，０００円、５キロメートル以上１０キロ

メートル未満である職員にあつては４，２００円、１０キロメートル以上１５キロメート

ル未満である職員にあつては７，３００円、１５キロメートル以上２０キロメートル未満

である職員にあつては１０，４００円、２０キロメートル以上２５キロメートル未満であ

る職員にあつては１３，５００円、２５キロメートル以上３０キロメートル未満である職

員にあつては１６，６００円、３０キロメートル以上３５キロメートル未満である職員に

あつては１９，７００円、３５キロメートル以上４０キロメートル未満である職員にあつ

ては２２，８００円、４０キロメートル以上４５キロメートル未満である職員にあつては

２５，９００円、４５キロメートル以上５０キロメートル未満である職員にあつては２９，

１００円、５０キロメートル以上５５キロメートル未満である職員にあつては３２，３０

０円、５５キロメートル以上６０キロメートル未満である職員にあつては３５，５００円、

６０キロメートル以上である職員にあつては３８，７００円」を「６６，４００円を超え

ない範囲内で自動車等の使用距離の区分に応じて規則で定める額（定年前再任用短時間勤

務職員及び任期付短時間勤務職員（支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定め

る職員に限る。）にあつては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を

減じて得た額）」に改め、同項第３号中「自転車等」を「自動車等」に改め、同条第３項

中「第５項」を「第６項」に改め、同条第６項を削り、同条第５項中「及び」を「、」に、

「）の」を「）及び前項第１号に定める額の」に、「前３項」を「第２項から前項まで」

に改め、同項を同条第６項とし、同条第４項の次に次の１項を加える。  

５ 第１項第２号又は第３号に掲げる職員で、自動車等の駐車のための施設（その所在地

及び利用形態が規則で定める要件を満たすものに限る。第１号及び第９項において「駐



 

車場等」という。）を利用し、その料金を負担することを常例とするもの（規則で定め

る職員を除く。）の通勤手当の額は、前３項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通

勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。  

⑴ 駐車場等に係る通勤手当 支給単位期間につき、５，０００円を超えない範囲内で

１か月当たりの駐車場等の料金に相当する額として規則で定める額  

⑵ 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前３項の規定による額  

第１４条の４第９項中「自転車等」を「自動車等及び駐車場等」に改める。  

   附 則  

 （施行期日）  

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。  

 （公益的法人等への職員の派遣等に関する条例等の一部を改正する等の条例の一部改正） 

２ 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例等の一部を改正する等の条例（令和４年

条例第１７号）の一部を次のように改正する。  

  附則第３条中「第１条の規定による改正後の」を削る。  

附則第４条中「第３条の規定による改正後の」を削る。  

附則第５条第３項中「第６条の規定による改正後の」及び「（以下「新給与条例」と

いう。）」を削り、「第１４条の４第３項」を「第１４条の４第２項」に改め、同条第

４項、第５項及び第７項中「新給与条例」を「交野市一般職の職員の給与に関する条例」

に改める。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


